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はは  じじ  めめ  にに  

  

１ 経理適正化の取組に関するこれまでの経緯について 

本市では、平成 22 年に判明した不適正な経理処理を受け策定した再発防止策に関して、専門的かつ

公正な視点からその実施状況の確認や効果について検証いただくため、外部の有識者５名からなる神戸

市経理適正化外部検証委員会を設置し、平成 23 年５月に、実効性の高い再発防止と更なる経理適正化

に向けた具体的な提言を含む神戸市経理適正化外部検証委員会報告書（以下「報告書」）を提出いただ

いた。 

この提言を受け、平成23年５月に市長を本部長とする神戸市経理適正化推進本部（以下「推進本部」）

を設置し、以降現在にいたるまで、全市をあげて不適正な経理処理の再発防止を徹底し、提言を踏まえ

た経理適正化に関する取組を総合的に推進している。 

２ 神戸市経理適正化外部評価専門委員について 

報告書では、市民への説明責任に係る提案として、「再発防止策の実施等に透明性を持たせ、市民か

らの監視という機能をさらに有効なものとするため、再発防止策の実施状況ならびに検証委員会の報告

に対する市の取組の進捗状況について第三者によるモニタリング体制を確立することが望ましい。」（報

告書38頁）との提言も受けている。 

これらの提言を踏まえ、市民への説明責任を徹底するため、報告書の提言を含む経理適正化に向けた

様々な取組の実施状況に関する第三者によるモニタリング体制として、平成24年２月に経理適正化外

部評価専門委員（以下「専門委員」）を設置し、以下の３名の委員に委嘱している。 

 

名 前 備  考 

上谷
うえたに

 佳
よし

宏
ひろ

 
弁護士（弁護士法人東町法律事務所代表社員） 

○神戸市経理適正化外部検証委員会委員 

奥谷
おくたに

 恭子
きょうこ

 
公認会計士 有限責任監査法人トーマツシニアマネジャー 

○神戸市経理適正化外部検証委員会委員 

近谷
こんたに

 衛一
えいいち

 元神戸市代表監査委員 

 

３ 経理適正化に向けた平成25年度の取組方針及び中間進捗状況等について 

平成 25 年６月 10 日に開催した第９回推進本部会議では、平成 24 年度末時点での提言の進捗状況の

報告とともに、進捗状況に対する専門委員による評価・意見等を踏まえ、経理適正化に向けた平成 25

年度の取組方針を決定した。 

この取組方針に基づき、本年度も引き続き、不適正な経理処理の再発防止、経理適正化に向けた様々

な取組を展開している。また、進捗状況については、半年程度を目処に、専門委員による評価等を受け、

公表していくこととしており、このたび、平成 25 年度中間の進捗状況及びこれに対する専門委員によ

る評価・意見等について、ここにとりまとめるとともに公表する。 
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４ 平成 25年度 取組方針に基づく中間進捗状況に対する専門委員による評価等について 

(1) 評価の考え方 

経理適正化に向けた平成 25 年度の取組方針に基づく経理適正化に向けた取組については、現時点

では年度途中で進捗している段階であるため、今回の中間進捗状況の評価では各項目ごとの評価は実

施せず、全体の取組状況に関して総合的な評価をいただくとともに、今後の取組を進めるにあたって

の意見・提言をいただくこととなった。 

 

(2) 評価の時点 

平成 25年 11月末日時点での中間進捗状況 

 

(3) 評価の仕方 

専門委員によるヒアリング、取組状況に関する様々な資料の閲覧をもとに、専門委員相互の議論も

踏まえ、それぞれの専門委員が個別に評価した。 

なお、今回は専門委員相互の議論の中で、共通する意見等が多かったことから、三委員の共同意見・

提言としてとりまとめることとなった。 

 

○専門委員によるヒアリング、意見交換等の実施状況（計４回） 

評価対象 開催日 

25年度中間進捗状況 

平成25年８月23日（金） 

11月１日（金） 

11月13日（水） 

12月３日（火） 
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ⅠⅠ．．平平成成 2255 年年度度中中間間進進捗捗状状況況  
 

 

  

  

１１．．市市長長ををトトッッププととししたた全全庁庁ををああげげたた再再発発防防止止策策のの推推進進（（☞☞PP1166 資資料料②②））  

平成23年度に立ち上げた推進本部会議及び経理適正化委員会（以下「適正化委員会」）を引き続き定期

的に開催し、経理適正化に向けた様々な取組を、推進本部のメンバーである局室区長を通じて全庁に対し

て周知徹底した。 

また、課長級職員研修で市長自ら講話を行うなど、市政のトップである市長が先頭に立ち、再発防止と

市民からの信頼回復に向けて取り組んでいる。 

さらに、昨年度に引き続き、回覧式のコンプライアンスシートを発行するなど、職員へのコンプライア

ンスの周知、浸透を図った。 

  

２２．．監監査査、、監監察察機機能能をを有有すするる機機関関等等のの連連携携強強化化  

財務に関する監査等を実施する監査委員、内部監察を実施する行財政局監察室、会計事務検査を実施す

る会計室の三者が相互に情報共有を行うための場として、引き続き「監査・監察業務等に係る情報連絡会」

を定期的に開催し、それぞれの機関が監査や監察、検査業務を行う過程で把握した経理処理の問題点や効

果的な実施方法等についての意見交換・情報共有を行った。 

なお、昨年度に引き続き、執行機関の内部統制の実施状況を対象とする監査を実施する予定である。 

 

 

 

 

１１．．研研修修のの継継続続的的なな実実施施  

平成22年度より実施している全課長級職員を対象とした「事務処理のコンプライアンスの徹底に向けた

課長級職員研修」をはじめ、係長昇任者や３級職員等の階層別研修、新たに審査担当者となる課長級職員

を対象とする会計事務研修、課長級職員を講師とする全所属職員を対象とした「コンプライアンスの推進

に係る職場研修」等、コンプライアンスの徹底や不適正経理の再発防止に向けた様々な研修を引き続き実

施した。 

このうち、「事務処理のコンプライアンスの徹底に向けた課長級職員研修」では、市長自らが、管理監督

者が果たすべき職場でのコンプライアンス推進について講話を行うとともに、受講者自身の職場における

取組等に関する自己評価を盛り込んだアンケートを実施した。 

また、職場のコンプライアンスリスクに関する取組に際し、コンプライアンスに関する知識や心構えを

チェックできるコンプライアンス基本チェックシートの活用を促すなど、研修内容の充実、改善に努めた。 

  

２２．．職職員員のの賠賠償償責責任任のの明明確確化化とと懲懲戒戒処処分分のの厳厳格格化化及及びびそそのの周周知知啓啓発発  

平成24年４月に改定した懲戒処分の指針並びに同年９月に施行した職員の賠償責任に関する「神戸市会

計規則」等の改定について、毎年各職場で実施している職場研修や監察室によるコンプライアンス・服務

倫理出前研修等のあらゆる機会を通じて、引き続き職員への周知を図った。 

 

（２）職 員 の 意 識 改 革 に 係 る 提 案  

（１）組 織 と し て の 推 進 に 係 る 提 案  
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《《ⅰⅰ．．事事務務処処理理のの理理解解にに係係るる提提案案》》  

１１．．新新たたなな事事務務処処理理にに伴伴ううママニニュュアアルル等等のの改改定定とと周周知知啓啓発発  

平成25年４月からの新たな事務処理の対象範囲の拡大を受けて、既存のマニュアルやシステムの改定を

実施するとともに、改定内容を盛り込んだ「新たな専決調達事務処理に関するマニュアル（概要版）」を平

成25年６月に新たに発行し、各種研修や庁内イントラネットにより周知徹底を図った。 

また、引き続き、市ホームページ内の「事業者向け情報」において、事業者に対して財務会計事務処理

に関する情報発信を行うとともに、事業者からの意見の効果的な聴取方法等について検討を行った。 

 

《《ⅱⅱ．．具具体体的的なな事事務務処処理理にに係係るる提提案案》》  

１１．．新新たたなな専専決決調調達達事事務務処処理理にに係係るる基基準準・・ルルーールルのの明明確確化化  

新たな事務処理の改定内容を盛り込んだ「新たな専決調達事務処理に関するマニュアル（概要版）」を発

行するとともに、課長級職員研修等の各種研修や庁内イントラネットにより周知徹底を図った。 

また、各職場で毎年実施している自主監査について、部長級職員による確認項目の追加やチェックシー

トの見直しなど、各職場による自律的なチェック機能の向上を図った。 

さらに、委託契約等の実態調査を実施するとともに、新たな事務処理の対象範囲の拡大に係る各職場に

対する意見聴取を行うなど、今後必要な制度見直しの検討を行っていく。 

 

２２．．備備品品台台帳帳等等のの記記載載内内容容やや備備品品以以外外のの物物品品にに関関すするる管管理理ルルーールルのの明明確確化化  

備品管理に係る財務会計システムの操作を中心としたマニュアルを作成するとともに、備品管理に係る

変更点やシステムの操作方法についての研修を実施するなど、職員への周知を図った。 

また、昨年度実施した実地たな卸しのフォローとして実地調査を行うとともに、自主監査における部長

級職員の確認項目に備品管理の状況を追加するなど、定期的なチェック体制の構築に努めた。 

  

《《ⅲⅲ．．予予算算執執行行にに係係るる提提案案》》  

１１．．予予算算のの適適正正執執行行をを反反映映ししたた予予算算編編成成シシスステテムムのの構構築築  

予算編成方針において、引き続き予算執行におけるコンプライアンスの徹底を周知するとともに、適正

な節割での予算要求について周知を図った。 

また、予算リサイクル制度について、各局室に対して四半期ごとの決算見込時に周知を行うなど、制度

の積極的な活用についての周知を図った。 

さらに、新たな事務処理の対象範囲の拡大を受けて、既存のマニュアルやシステムの改定するとともに、

職員への周知を図った。 

  

《《ⅳⅳ．．モモニニタタリリンンググにに係係るる提提案案》》  

１１．．モモニニタタリリンンググ可可能能なな帳帳票票類類へへのの改改善善  

引き続き、発注管理簿等によるモニタリングの適正な実施について周知徹底を図るとともに、平成 25

年４月からの新たな事務処理の対象拡大に合わせ、システム改修を実施した。 

今後も、帳票類やシステムの改善、充実に向け、引き続き関係課による検討を行っていく。 

（３）効果的な再発防止策の策定に係る提案 
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２２．．所所管管課課にによよるる専専決決調調達達にに対対すするる牽牽制制機機能能のの強強化化  

予算編成方針において、予算執行におけるコンプライアンスの徹底を周知するとともに、自主監査にお

ける部長級職員の確認項目に各所属の予算執行状況管理に関する項目を追加するなど、所管部局における

牽制機能の強化に努めた。 

また、出納機関による牽制機能の観点から、引き続き審査のあり方について関係課による検討を行って

いく。 

 

３３．．抽抽出出調調査査のの実実施施とと結結果果のの公公表表及及びび事事業業者者へへのの協協力力要要請請（（☞☞PP1177 資資料料③③））  

監察室と会計室が連携し、事前通告なしの抽出調査（契約に係る事務調査）を、ランダムに選定した３

所属に対して平成25年 10月に実施した。その結果、再発防止のための事務処理手順に沿わない事例が散

見されたものの、不適正な経理処理の事例はなかった。これらの調査結果については、第10回推進本部会

議（平成25年 11月 11日）で報告し、公表した。 

なお、調査結果については、具体的な事例として研修・啓発教材として活用していくとともに、事業者

に対して、引き続き制度の周知と協力を要請していく。 

  

《《ⅴⅴ．．組組織織にに係係るる提提案案》》  

１１．．一一括括調調達達シシスステテムムのの導導入入  

共通物品一括調達制度について、平成24年度の運用状況を踏まえ、平成25年４月から対象品目を拡大

した。あわせて、所管部局の執行機関の部局への移管について、関係課による検討を開始した。 

また、インターネットによる購買システムも含めた全庁的な物品購入の仕組みづくりについて、引き続

き検討した。 

 

２２．．契契約約事事務務総総括括部部署署のの設設置置とと相相談談体体制制のの確確立立  

新たな事務処理について、平成25年４月の対象拡大に伴うマニュアル等の改定を行うとともに、各種研

修の実施による周知を図った。 

また、委託契約についての実態調査を実施した。今後、調査結果を踏まえて契約手続の見直し等につい

て検討する。 

 

 

 

 

 

１１．．再再発発防防止止策策のの実実施施状状況況等等のの公公表表（（☞☞PP1188 資資料料④④））  

引き続き、経理適正化に関する方針決定を行う場である、推進本部会議を公開で開催するとともに、会

議資料は議事要旨を含め、市ホームページを通じて全て公表した。また、市ホームページ内の「市長の動

き」では、会議での市長の発言も含め、その概要を写真入りで掲載した。 

 

２２．．第第三三者者にによよるるモモニニタタリリンンググのの実実施施  

提言項目に関する市の取組状況について、引き続き、第三者として外部の有識者である専門委員３名が、

それぞれの専門的知見を踏まえ、提言趣旨に沿った進捗が図られているかどうかの調査、評価を実施した。 

あわせて、平成24年度末時点の取組状況に対する評価について、推進本部会議で報告し、公表した。 

 

（４）市 民 へ の 説 明 責 任 に 係 る 提 案 
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１１．．「「再再発発防防止止にに向向けけたた中中長長期期的的なな取取組組ににつついいててのの提提案案」」へへのの対対応応  

コンプライアンスの徹底、不祥事根絶のための取組の一環として、各職場ごとのリスクの「発見」「分析」

「評価」「対策」によるコンプライアンスリスク管理を実施した。 

また、局室区のコンプライアンス推進にかかる取組方針や各職場の取組状況に関する情報共有等を図る

ため、各局室区ごとに部局コンプライアンス推進委員会を開催するとともに、市長をトップとした局長級

職員で構成されるコンプライアンス対策会議を開催し、内部統制の確立に向けたコンプライアンス推進の

ための取組を進めた。 

さらに、市民に対して財政状況を分かりやすく情報提供するため、市民に身近な事業や施設についての

事業別行政コスト計算書を作成し、公表するとともに、平成24年度決算についても、引き続き『総務省方

式改定モデル』に基づく財務諸表を作成し、公表する予定である。 

 

 

 

 

（５）再発防止に向けた中長期的な取組についての提案 
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（（追追記記事事項項））  

中間進捗報告の対象期間外である平成25年 12月に、平成23年度予算執行に係る不適正な経理処理の事

案（差替）が１件判明したため、厳正に対応した。 

今後、専門委員意見も踏まえながら、継続的、体系的に研修を実施するとともに、現場の意見も踏まえた

実効性の高い再発防止の取組を継続して進めることで、職員のコンプライアンス意識をより一層高めていく。 
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ⅡⅡ．．専専門門委委員員にによよるる評評価価、、意意見見等等  

上上谷谷委委員員  

  

  

奥奥谷谷委委員員  

  

  

近近谷谷委委員員  

１１．．評評  価価  

○○  全全体体ととししててはは、、組組織織ととししててのの体体制制、、職職員員のの意意識識改改革革、、再再発発防防止止策策のの構構築築はは２２年年ににわわたたるる検検

証証、、規規則則のの整整備備、、ママニニュュアアルルのの策策定定等等にによよりり、、報報告告書書ににおおけけるる「「再再発発防防止止にに向向けけたた提提言言」」のの

各各項項目目がが概概ねね実実行行さされれてていいるるとと評評価価すするる。。  

○○  平平成成 2244 年年度度末末時時点点のの取取組組にに対対すするる評評価価ににおおいいてて述述べべたた事事項項並並びびにに「「平平成成 2255 年年度度経経理理適適正正

化化にに向向けけたた取取組組方方針針」」ににつついいててもも、、専専門門委委員員のの意意見見等等をを斟斟酌酌ししたた改改善善策策等等のの策策定定及及びび運運用用にに

着着手手ししてていいるるここととがが認認めめらられれるるがが、、未未だだそそのの効効果果等等のの評評価価ををすするる段段階階ににはは至至っってていいなないい。。  

  

２２．．意意  見見  

○○  市市長長交交代代にによよるる新新体体制制ににおおいいててもも、、従従前前のの取取組組がが後後退退すするるここととののなないいよようう特特段段のの配配慮慮をを

持持っってて対対処処さされれたたいい。。ああわわせせてて、、今今後後、、新新市市長長ののリリーーダダーーシシッッププののももととでで、、ささららににココンンププララ

イイアアンンスス意意識識をを向向上上さされれ、、実実効効性性のの高高いい再再発発防防止止策策をを進進めめらられれたたいい。。  

○○  制制度度ややルルーールルはは、、時時代代のの推推移移にによよりり、、実実態態ににそそぐぐわわなないい事事例例がが生生じじるる可可能能性性ももああるる。。法法令令

等等改改正正ななどどにに注注意意をを払払ううととととももにに、、現現場場のの声声をを真真摯摯にに受受けけ止止めめ、、時時代代にに適適合合ししたた制制度度改改革革がが

肝肝要要ででああるる。。  

○○  ここれれままででのの取取組組のの成成果果をを持持続続ささせせてていいくくたためめ、、繰繰りり返返しし継継続続的的、、体体系系的的にに研研修修をを行行いい、、職職

員員ににそそのの意意義義をを正正ししくく認認識識、、持持続続ささせせてていいくく必必要要ががああるる。。  

○○  出出先先機機関関でではは、、事事務務改改善善にに係係るる情情報報入入手手がが遅遅れれががちちででああるるよよううにに見見受受けけらられれるるたためめ、、ここれれ

らら出出先先機機関関のの職職員員にに対対すするる研研修修強強化化をを要要望望すするる。。  

○○  今今後後、、再再任任用用制制度度のの導導入入にによよりり、、従従前前のの正正規規職職員員にによよるる事事務務事事業業執執行行とといいうう体体制制はは大大ききくく

変変化化すするるももののとと考考ええらられれるるたためめ、、再再任任用用職職員員にに対対すするる研研修修もも実実施施ししてていいくく必必要要ががああるる。。  

○○  事事業業者者にに対対ししてて、、軽軽微微なな書書面面上上のの欠欠落落（（契契約約日日時時、、納納入入期期日日、、検検査査員員のの検検査査実実施施確確認認印印のの

漏漏れれ等等））にによよりり、、不不祥祥事事事事件件ににつつななががるる危危険険性性をを十十分分にに説説明明しし、、事事業業者者ににおおいいててもも適適切切なな事事

務務手手続続をを的的確確にに行行ううよようう繰繰りり返返しし要要望望すするるととととももにに、、事事業業者者向向けけ説説明明会会のの開開催催もも検検討討すするる必必

要要ががああるる。。  

○○  指指定定管管理理者者制制度度がが広広ががりり、、行行政政のの一一部部がが民民間間委委託託さされれてていいるるここととがが増増ええてていいるる中中でで、、民民間間

団団体体等等にに委委ねねたたととははいいええ最最終終的的責責任任はは行行政政がが負負わわななくくててははななららなないいここととにに鑑鑑みみ、、業業務務のの適適正正

なな執執行行をを担担保保すするるたためめ、、ここれれららのの民民間間団団体体等等にに対対すするるチチェェッックク体体制制のの確確立立がが求求めめらられれるる。。  

○○  不不適適正正経経理理のの再再発発防防止止ににはは、、職職員員間間のの牽牽制制機機能能だだけけででななくく事事業業者者のの協協力力もも不不可可欠欠でであありり、、

ここののたためめににはは事事業業者者にに対対ししてて、、①①職職員員かからら不不適適正正なな経経理理処処理理のの要要請請ががああっっててもも応応じじるる必必要要はは

なないいこことと、、②②理理不不尽尽なな要要求求等等のの際際ににはは直直ちちにに当当局局にに通通報報すするるこことと、、③③通通報報にによよるる不不利利益益はは生生

じじなないいここととをを周周知知徹徹底底しし、、事事業業者者のの理理解解をを得得るるここととがが肝肝要要ででああるる。。同同時時にに、、仮仮にに事事業業者者がが不不

適適正正経経理理にに荷荷担担ししたた場場合合はは、、以以後後のの契契約約はは差差しし止止めめるる位位のの決決意意をを表表明明すするる必必要要ががああるる。。  

○○  契契約約にに係係るる事事務務調調査査等等、、事事業業者者のの協協力力がが不不可可欠欠なな取取組組をを進進めめてていいくくたためめににはは、、ここれれらら事事業業

者者のの意意見見、、要要望望、、苦苦情情をを受受けけ止止めめるる部部門門もも必必要要とと思思わわれれるる。。監監察察室室のの業業務務ととししてて取取りり入入れれ可可

能能かかどどううかかのの検検討討をを期期待待ししたたいい。。  
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上上谷谷委委員員  

  

  

奥奥谷谷委委員員  

  

  

近近谷谷委委員員  

３３．．提提  言言  

上上記記１１記記載載ののととおおりり、、専専門門委委員員ととししててはは、、報報告告書書ににおおけけるる提提言言内内容容がが概概ねね実実行行さされれてていいるるとと

評評価価すするるがが、、新新たたなな事事務務処処理理のの導導入入並並びびにに報報告告書書へへのの対対応応にに伴伴うう取取組組をを職職員員ははどどののよよううにに評評価価

ししてていいるるののかかににつついいててのの意意識識調調査査ををさされれるるここととをを提提言言すするる。。  

((11))  調調査査対対象象  

①①  局局室室区区長長及及びび部部長長級級職職員員  

②②  平平成成 2222 年年 1111 月月 2299 日日かからら同同年年 1122 月月 1177 日日のの間間ににおおいいてて実実施施ししたた新新たたなな専専決決調調達達事事務務処処

理理のの運運用用状状況況にに関関すするる職職員員向向けけアアンンケケーートトのの調調査査対対象象とと同同一一のの各各所所属属（（教教育育委委員員会会学学校校園園

もも含含むむ））ににおおいいてて物物品品等等のの専専決決調調達達事事務務処処理理（（支支出出書書類類のの作作成成等等））にに携携わわるる担担当当職職員員及及びび

係係長長級級職職員員、、所所属属長長おおよよびび学学校校園園長長  

((22))  調調査査内内容容  

回回答答がが職職員員のの過過大大なな負負担担ににななららなないいよよううなな質質問問内内容容ににななるるよようう工工夫夫ししたたううええでで、、下下記記のの各各

点点をを中中心心にに質質問問すするる。。  

アア））報報告告書書のの「「組組織織ととししててのの推推進進にに係係るる提提案案」」（（第第５５のの２２のの((11))））にに対対応応すするる主主要要なな取取組組をを例例

示示ししたたううええでで、、そそののここととがが「「組組織織ととししててのの推推進進」」（（第第５５のの１１のの((11))参参照照））ににつつななががっってていいるる

とと評評価価すするるかかどどううかか、、及及びび「「組組織織ととししててのの推推進進」」にに関関すするる問問題題点点。。  

イイ））報報告告書書のの「「職職員員のの意意識識改改革革にに係係るる提提案案」」（（第第５５のの２２のの((22))））にに対対応応すするる主主要要なな取取組組をを例例示示

ししたたううええでで、、そそののここととがが「「職職員員のの意意識識改改革革」」（（第第５５のの１１のの((22))参参照照））ににつつななががっってていいるるとと評評

価価すするるかかどどううかか、、及及びび「「職職員員のの意意識識改改革革」」にに関関すするる問問題題点点。。  

ウウ））報報告告書書のの「「効効果果的的なな再再発発防防止止策策のの策策定定～～新新たたなな事事務務処処理理をを支支ええるる仕仕組組みみづづくくりり～～にに係係るる

提提案案」」（（第第５５のの２２のの((33))））にに対対応応すするる主主要要なな取取組組をを例例示示ししたたううええでで、、そそののここととがが「「効効果果的的なな

再再発発防防止止策策」」（（第第５５のの１１のの((33))参参照照））ににつつななががっってていいるるとと評評価価すするるかかどどううかか、、及及びび「「新新たたなな

事事務務処処理理」」にに関関すするる問問題題点点。。  

エエ））報報告告書書のの「「市市民民へへのの説説明明責責任任にに係係るる提提案案」」（（第第５５のの２２のの((44))））にに対対応応すするる主主要要なな取取組組をを例例

示示ししたたううええでで、、そそののここととがが「「市市民民へへのの説説明明責責任任」」（（第第５５のの１１のの((44))参参照照））ににつつななががっってていいるる

とと評評価価すするるかかどどううかか、、及及びび「「市市民民へへのの説説明明責責任任」」にに関関すするる問問題題点点。。  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ⅢⅢ．．  資資    料料    編編  
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《《資資料料①①》》平平成成 2255 年年度度のの取取組組方方針針にに基基づづくく取取組組・・進進捗捗状状況況（（項項目目別別）） 

 
((11))  組組織織ととししててのの推推進進にに係係るる提提案案  
１１．．市市長長ををトトッッププととししたた全全庁庁ををああげげたた再再発発防防止止策策のの推推進進  

平平成成 2255 年年度度のの取取組組方方針針  

今後も、不適正な経理処理の再発防止徹底に向け、経理適正化の様々な取組を組織として強力に推進し、

実行していくため、引き続き、経理適正化推進本部会議並びに経理適正化委員会を定期的に開催する。 

また、経理適正化に関する方針の決定機関である経理適正化推進本部を通じて、経理適正化に向けた

様々な取組を局室区長から周知するとともに、各種研修や啓発媒体等を活用するなどあらゆる機会を通じ

て全庁の各種・各層の職員に対し、繰り返し周知徹底する。 

さらに、平成24年度に実施した「経理事務のコンプライアンス等に係る職員意識調査」の結果も参考

にしながら、神戸市職員コンプライアンス共有理念の周知が「押しつけ」とならないように、職員一人ひ

とりが共有理念を認識し実践に結びつけられるよう、引き続き、共有理念を研修等の様々な機会を通じて

周知徹底するとともに、局・室・区・各職場における自律的な活動を促進する取組を実施する。 

（主な取組） 

・経理適正化推進本部会議の開催（２回開催） 

・経理適正化委員会の開催（４回開催） 

・課長級職員研修（平成25年７月） 

・コンプライアンスシートの発行（９部発行） 

 

２２．．監監査査、、監監察察機機能能をを有有すするる機機関関等等のの連連携携強強化化  

平平成成 2255 年年度度のの取取組組方方針針  

再発防止策を強力に実行し重層的なチェック機能をより有効に発揮できるよう、引き続き、「監査・監

察業務等に係る情報連絡会」について定期的かつ継続して開催し、監査、監察機能を有する機関のより一

層の連携強化に取り組む。 

また、平成24年度に引き続き、「執行機関の内部統制の実施状況」を対象とする監査を実施するほか、

経理事務に関わる通報があった場合は直ちに必要な情報を共有するとともに、それぞれの役割と連携のも

とに速やかに対処する。 

（主な取組） 

・監査・監察業務等に係る情報連絡会の開催（４回開催） 

 

((22))  職職員員のの意意識識改改革革にに係係るる提提案案  
１１．．研研修修のの継継続続的的なな実実施施  

平平成成 2255 年年度度のの取取組組方方針針  

今後も、適正な事務処理に関する正確な知識習得はもちろんのこと、職員一人ひとりが日々の業務にお

ける言動や意思決定において、自発的にコンプライアンスの視点を常に意識する習慣を持ち組織風土の改

善につなげていけるよう、継続して各種・各層の職員に対し、様々な研修を実施する。 

また、研修の効果を持続的に高めていくため、抽出調査の結果など具体的事例の活用や参加型研修の導

入、コンプライアンス意識の自己チェックの実施、受講者アンケートの実施など、研修内容がマンネリ化

しないような工夫、改善に努める。 

（主な取組） 

・課長級職員研修＜再掲＞ 

・職場研修（平成25年７月～９月） 

・３級職員研修（平成25年７月） 

・係長昇任時研修（平成25年７月） 

・新たな審査対象者に対する会計事務研修（平成25年４月） 

・基礎実務研修（平成25年６月） 

・主任研修（平成25年 10月） 



 - 12 -

２２．．職職員員のの賠賠償償責責任任のの明明確確化化とと懲懲戒戒処処分分のの厳厳格格化化及及びびそそのの周周知知啓啓発発  

平平成成 2255 年年度度のの取取組組方方針針  

今後も、24 年度に施行された違法な予算執行行為等に係る職員の賠償責任を盛り込んだ「神戸市会計

規則」の趣旨及びその内容を正確に関係職員に周知するとともに、公金を扱う責任の重さの自覚、公金意

識の徹底を図る。 

また、違法な経理処理を含む不適切な事務処理の項目を加えた「懲戒処分の指針」を周知徹底し、不祥

事根絶のため、さらなるコンプライアンス意識の向上を図る。 

（主な取組） 

・課長級職員研修＜再掲＞ 

・コンプライアンス・服務倫理出前研修（平成25年８月～10月） 

 

((33))  効効果果的的なな再再発発防防止止策策のの策策定定にに係係るる提提案案  
《ⅰ事務処理の理解に係る提案》 
１１．．新新たたなな事事務務処処理理にに伴伴ううママニニュュアアルル等等のの改改定定とと周周知知啓啓発発  

平平成成 2255 年年度度のの取取組組方方針針  

事務処理の見直し等があれば、適宜、「財務会計事務の手引き」や「物品等の新たな専決調達事務処理

に関するマニュアル」等の内容を改定し、研修等により職員に周知する。 

また、マニュアルにおける重要な点について、コンプライアンスシート等の媒体を活用するなど、職員

が理解しやすい形での啓発を適宜実施する。 

事業者への周知啓発では、今後も、市ホームページでの情報発信や、適宜ダイレクトメールを送付する

など、引き続き情報提供を行う。 

また、事業者の意見の聴取方法等を検討するとともに、得られた意見を踏まえて制度の点検を行い、必

要に応じて整理や見直しを検討する。 

（主な取組） 

・「財務会計事務の手引き」改定（平成25年４月） 

・「新たな専決調達事務処理マニュアル概要版」発行（平成25年６月） 

・コンプライアンスシート等による情報発信・周知啓発＜再掲＞ 

・市ホームページでの事業者への情報発信（随時） 

・事業者への情報発信方法等の検討 

 

《ⅱ具体的な事務処理に係る提案》 
１１．．新新たたなな専専決決調調達達事事務務処処理理にに係係るる基基準準・・ルルーールルのの明明確確化化  

平平成成 2255 年年度度のの取取組組方方針針  

今後も、マニュアル等の整理、庁内イントラネットでの情報提供や研修等を行い、契約制度の周知徹底

や各種・各層の職員の意識啓発に努める。 

また、契約制度については、意見を踏まえて制度の点検を行い、必要に応じて整理や見直しを検討する。

（主な取組） 

・「新たな専決調達事務処理マニュアル概要版」発行＜再掲＞ 

・課長級職員研修＜再掲＞ 

・職場研修＜再掲＞ 

・基礎実務研修＜再掲＞ 

・新たな審査対象者に対する会計事務研修＜再掲＞ 

・自主監査項目の追加、見直し 

・委託契約の取扱い変更の検討 
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２２．．備備品品台台帳帳等等のの記記載載内内容容やや備備品品以以外外のの物物品品にに関関すするる管管理理ルルーールルのの明明確確化化  

平平成成 2255 年年度度のの取取組組方方針針  

財務会計システムによる備品管理の適正な運用を図るため、今後も、研修資料の改善・充実などを行う

とともに、備品管理マニュアルを整備していく。 

あわせて、備品管理の状況について、部長級職員が定期的にチェックする仕組みを検討する。 

（主な取組） 

・実務者研修（平成25年６月） 

・備品管理マニュアルの発行（平成25年７月） 

・実地調査の実施（平成25年８月～９月） 

・自主監査項目の追加、見直し＜再掲＞ 

 

《ⅲ予算執行に係る提案》 
１１．．予予算算のの適適正正執執行行をを反反映映ししたた予予算算編編成成シシスステテムムのの構構築築  

平平成成 2255 年年度度のの取取組組方方針針  

備品購入費などの所要経費について適正な予算計上を行うよう、引き続き周知徹底に努めるとともに、

平成24年度決算における流用状況の分析・検証し、必要に応じて今後の予算編成に適宜反映させる。 

また、計画的な予算執行と適正な経理処理を徹底するため、各所属における予算執行状況の把握につい

て、引き続き周知に努める。 

さらに、「予算リサイクル制度」の積極的な活用に向けて、経費の節減に取り組んだ所管課に対してメ

リットが還元されるという委員会提言の趣旨も含め、機会あるごとに全庁に対する周知に努める。 

（主な取組） 

・予算執行通知等での周知（平成25年４月、８月） 

・「予算執行状況の取り扱いについて」の周知、活用（随時） 

・予算リサイクル制度の積極的な活用に関する周知（随時） 

・既存システム、マニュアルの改定 

 

《ⅳ モニタリングに係る提案》 
１１．．モモニニタタリリンンググ可可能能なな帳帳票票類類へへのの改改善善  

平平成成 2255 年年度度のの取取組組方方針針  

今後も、必要に応じて帳票類の改善、充実を図りながら、モニタリング可能な帳票類の整備に努める。

また、発注管理簿が作成されない項目（定例支出、例外的処理など）も含めて、より効率的・効果的な

発注管理方法について検討する。 

（主な取組） 

・財務会計システムの改修（平成25年４月） 

・システム改修に関する検討 

 

２２．．所所管管課課にによよるる専専決決調調達達にに対対すするる牽牽制制機機能能のの強強化化  

平平成成 2255 年年度度のの取取組組方方針針  

計画的な予算執行と適正な経理処理を徹底するため、各所属における予算執行状況の把握について、引

き続き周知に努める。 

また、出納機関による牽制機能が十分に発揮できるような審査のあり方を検討する。 

（主な取組） 

・事務処理の適正化に関する周知（随時） 

・出納機関の牽制機能に関する協議、検討 

・自主監査項目の追加、見直し＜再掲＞ 
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３３．．抽抽出出調調査査のの実実施施とと結結果果のの公公表表及及びび事事業業者者へへのの協協力力要要請請  

平平成成 2255 年年度度のの取取組組方方針針  

「契約に係る事務調査指針」に基づく抜き打ちによる抽出調査を定期的に実施するとともに、抽出調査

の結果を元に原因やとるべき方策を研修教材として活用するなど、再発防止に向けた周知徹底を図る。 

また、事業者への協力依頼については、取引実績を精査し、通知先をさらに増やすとともに、事業者の

協力義務を明確にするために契約約款を改定する。 

（主な取組） 

・事業者の協力義務に関する事項の追加（発注書：平成25年４月、契約約款：平成25年６月） 

・契約に係る事務調査指針に基づく抽出調査の実施（平成25年 10月） 

・コンプライアンスシート等による情報発信・周知啓発＜再掲＞ 

 

《ⅴ組織に係る提案》 
１１．．一一括括調調達達シシスステテムムのの導導入入  

平平成成 2255 年年度度のの取取組組方方針針  

共通物品一括調達制度の利用実態を踏まえ、共通物品の品目等の拡大など、制度の運用改善を図る。な

お、共通物品一括調達制度の事務については、現在出納機関である会計室が所管しているため、執行機関

の部局に移管するよう検討する。 

また、インターネットによる購買システムも含めた全庁的な物品購入の仕組みづくりについて、不適正

な経理処理の再発防止の趣旨を踏まえた上で、費用対効果、効率性、人員体制、契約方法などについて、

引き続き総合的に検討する。 

（主な取組） 

・共通物品一括調達制度の対象品目等の拡充（平成25年４月） 

・執行機関の部署への事務移管に関する検討 

・インターネット調達に関する検討 

  

２２．．契契約約事事務務総総括括部部署署のの設設置置とと相相談談体体制制のの確確立立  

平平成成 2255 年年度度のの取取組組方方針針  

今後も、契約監理課の新設に伴う効果やその実績を検証するとともに、マニュアル等の整理、庁内イン

トラネットでの情報提供や研修等を行い、契約制度の周知徹底や職員の意識啓発に努める。 

また、契約制度について、事業者等の意見を踏まえて制度の点検を行い、必要に応じて整理や見直しを

検討する。 

（主な取組） 

・「新たな専決調達事務処理に関するマニュアル（概要版）」の発行＜再掲＞ 

・基礎実務研修＜再掲＞ 

・課長級職員研修＜再掲＞ 

・職場研修＜再掲＞ 

・「契約事務の執行に関する検討委員会」（平成25年 10月） 

・委託契約の取扱い変更の検討＜再掲＞ 

  

((44))  市市民民へへのの説説明明責責任任にに係係るる提提案案  
１１．．再再発発防防止止策策のの実実施施状状況況等等のの公公表表  

平平成成 2255 年年度度のの取取組組方方針針  

今後も、提言を踏まえ、積極的に市民への説明責任を果たすべく、再発防止策の実施状況を含む経理適

正化の取組を適宜公表していく。 

（主な取組） 

・経理適正化推進本部会議の開催と会議資料等の市ホームページでの公表＜再掲＞ 
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２２．．第第三三者者にによよるるモモニニタタリリンンググのの実実施施  

平平成成 2255 年年度度のの取取組組方方針針  

取組状況について、半年程度を目処に外部評価専門委員による評価を受け、公表していく。 

（主な取組） 

・専門委員による評価の実施 

・平成24年度末時点（第９回本部会議（6月10日））にて報告、公表 

 

(5) 再発防止に向けた中長期的な取組についての提案 
１１．．「「再再発発防防止止にに向向けけたた中中長長期期的的なな取取組組ににつついいててのの提提案案」」へへのの対対応応  

平平成成 2255 年年度度のの取取組組方方針針（（基基本本的的事事項項））  

あわせて、報告書において、「再発防止に向けた中長期的な取組についての提案」とされた「内部統制

システムの確立全般に関する提案」及び「リスク管理体制・コンプライアンス体制の確立に関する提案」、

「会計事務処理に関する提案」について、提言の趣旨を踏まえ、引き続き研究・検討を進めていく。 

（主な取組） 

・コンプライアンス対策会議の開催（平成25年７月） 

・職場におけるコンプライアンスリスク管理の実施（平成25年７～９月） 

・課長級職員研修＜再掲＞ 

・コンプライアンスシートの発行＜再掲＞ 

・部局コンプライアンス推進委員会の開催（随時） 

・平成24年度事業別行政コスト計算書の発行、公表（平成25年９月） 

・「総務省方式改定モデル」による財務諸表の作成 

 

 

 



 - 16 -

《《資資料料②②》》平平成成 2255 年年度度  「「ココンンププラライイアアンンススシシーートト」」のの発発行行状状況況（（☞☞本本文文ＰＰ33  ⅠⅠ--((11))--11））  

発発行行№№  発発行行年年月月  タタイイトトルル  

９ 平成25年４月
“早めに”“スッキリ”バトンタッチ！ 

～風通しの良い職場づくり～ 

10 平成25年４月
“ちょっとぐらい大丈夫”という気持ち、持っていませんか？ 

～不適正経理の再発防止について～ 

11 平成25年５月 お金の取扱いはきっちり行いましょう。 

12 平成25年６月 記録することって大切です。 

13 平成25年７月
ルールを守ることは、コンプライアンスの第一歩です！ 

～決められた手続で業務を行っていますか？①～ 

14 平成25年８月
パブコメ。いつやるの？ 

～決められた手続で業務を行っていますか？②～ 

15 平成25年９月
「もしかしたら… 」と思うことが大切です。 

～職場におけるコンプライアンスリスク管理～ 

16 平成25年10月
気軽に投稿したつもりが思わぬ結果になることがありますヨ。 

～服務事故の防止について～ 

17 平成25年11月
日々の業務を振り返ってみましょう。 

～11・12月は自主監査月間です！～ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№№1100                                          №№1155  
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《《資資料料③③》》平平成成 2255 年年度度  契契約約にに係係るる事事務務調調査査（（調調査査結結果果資資料料よよりり抜抜粋粋））（（☞☞本本文文ＰＰ55  ⅠⅠ--((33))--ⅳⅳ--33））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☞詳細は、下記のリンク先の「推進本部会議」資料をご覧ください。 

（http://www.city.kobe.lg.jp/information/committee/finances/keiritekiseikahonbukaigi/img/10_shiryou1.pdf） 
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《《資資料料④④》》経経理理適適正正化化推推進進本本部部会会議議等等のの公公表表（（神神戸戸市市ホホーームムペペーージジ掲掲載載分分よよりり抜抜粋粋））（（☞☞本本文文ＰＰ55  ⅠⅠ--((44))--11））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

推推進進本本部部会会議議のの開開催催状状況況、、議議事事内内容容、、

配配布布資資料料（（PPDDFF ﾌﾌｧｧｲｲﾙﾙ））をを掲掲載載。。  

☞神戸市ホームページ「神戸市経理適正化推進本部会議」より 

（http://www.city.kobe.lg.jp/information/committee/finances/keiritekiseikahonbukaigi/） 


